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公営住宅への入居に際しての取扱いについて 

 

 民法の一部を改正する法律（平成２９年法律第４４号）により、個人根保証契約に

極度額の設定が必要となるなど、民法（明治２９年法律第８９号）における債権関係

の規定の見直しが行われます（平成３２年４月施行）。 

公営住宅への入居に際しての保証人（連帯保証人を含む。以下同じ。）の取扱いにつ

いては、事業主体の判断に委ねられておりますが、近年、身寄りのない単身高齢者等

が増加していることなども踏まえると、今後、公営住宅への入居に際して保証人の確

保が困難となることが懸念されます。 

このような状況を踏まえ、「公営住宅管理標準条例（案）」（平成８年１０月１４日付

け住総発第１５３号建設省住宅局長通知。以下「標準条例（案）」という。）を改正し、

保証人に関する規定を削除したことに伴い、今後の公営住宅への入居に際しての取扱

いについての留意点を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項

に基づく技術的な助言として通知いたしますので、各事業主体におかれましては、下

記事項に留意の上、住宅に困窮する低額所得者に対して的確に公営住宅が供給される

よう、特段の配慮をお願いいたします。 

なお、貴管内の事業主体（政令市を除く。）に対してもこの旨周知されるようお願い

いたします。 

 

記 

 

第一 民法改正等に伴う入居保証の取扱いについて 

  今般の民法改正により個人根保証契約において極度額の設定が必要となったこ

とや、近年身寄りのない単身高齢者等が増加していることなどを踏まえると、今後、

公営住宅への入居に際し、保証人を確保することがより一層困難となることが懸念

されます。 
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  住宅に困窮する低額所得者への住宅提供という公営住宅の目的を踏まえると、保

証人を確保できないために入居できないといった事態が生じないようにしていく

ことが必要であり、保証人の確保を公営住宅への入居に際しての前提とすることか

ら転換すべきであると考えます。 

  このため、標準条例（案）を改正し、保証人に関する規定を削除することとしま

したので、各事業主体においては、住宅困窮者の公営住宅への入居に支障が生じる

ことのないよう、地域の実情等を総合的に勘案して適切な対応をお願いします。 

その際、保証人が家賃債務の保証のみならず実質的に緊急時の連絡先としての役

割も果たしていることに鑑み、入居時において、緊急時に連絡が取れるよう勤務先、

親戚や知人の住所等緊急時の連絡先を提出させることが望ましいと考えられます

が、緊急時の連絡先が確保できない場合にも入居の支障とならないよう、地域の実

情等を総合的に勘案して、適切な対応をお願いいたします。 

 

公営住宅の家賃は、入居者の収入等の状況を踏まえ、政策的視点から低廉に設定

されているものであり、入居者に対し公営住宅の趣旨、目的及び家賃制度等につい

て周知・啓発に努め、家賃の滞納があった場合には、法令等の規定に従い所要の措

置を講ずることがある旨をあらかじめ理解していただくとともに、実際に家賃の滞

納が生じた場合には、滞納額が累積しておよそ支払いが困難となる前に、入居者に

対する家賃支払いの督促等の措置を早期に講じるとともに、民生部局とも連携して、

収入等の状況や入居者の個々の事情を十分に把握し、入居者の置かれている状況に

応じて個別具体的に家賃の納付指導や臨戸訪問を行うなど、適正に家賃徴収を行っ

ていくことが重要です。 

特に、所得が著しく低額又は病気等により著しく多額の支出を要する等により、

やむをえず家賃を支払えない状況にある者に対しては、家賃の減免や徴収猶予等の

負担軽減措置を講じるなど、入居者の事情に配慮した適切な対応を行っていただく

ようお願いします。 

また、生活保護の被保護者については、「公営住宅の家賃の取扱いについて」（平

成１８年３月３１日付け国住総第２１２号国土交通省住宅局総務課公営住宅管理

対策官通知）により被保護者の同意及び委任状を要せずに代理納付が可能とされて

おりますので、公営住宅管理者と保護の実施機関との間で協議・調整等の連携を図

り、適切な活用がなされるようお願いします。 

さらに、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成１

９年法律第１１２号）が改正され、住宅確保要配慮者に対して居住支援を行う居住

支援協議会に加え居住支援法人が新たに指定されることとなりました。公営住宅に

おいても、身寄りのない入居者や福祉的な支援が必要な家賃滞納者に対し、円滑な

公営住宅への入居や入居後の見守りサービス等の支援を行っていくことが考えら

れることから、地域の実情等を総合的に勘案し、必要に応じて居住支援協議会のネ



ットワークを活用するようお願いします。 

 

仮に保証人の確保を求める場合には、改正民法の施行に伴い、新たに極度額の設

定が必要となりますが、例えば「～円」、「～円（入居当初の家賃の～ヶ月分相当分）」

といったようにその額を明確に定める必要があります。特に、公営住宅の家賃は入

居者の収入の状況によって変動するものであることから、例えば「家賃３ヶ月分」

と設定したい場合には、「入居当初」の家賃の３ヶ月分であることを明記するなど、

その額が変動しないものとすることに注意が必要です。 

また、保証人の確保を求める場合であっても、住宅に困窮する低額所得者が公営

住宅へ入居できないといった事態が生じないよう、入居を希望する者の努力にもか

かわらず保証人が見つからない場合には、保証人の免除などの配慮を行う、保証人

が見つからない場合の対応を募集案内に記載するなど、特段の配慮を行っていくこ

とが必要です。 

 

さらに、昨年１０月に家賃債務保証業者登録規程（平成２９年国土交通省告示第

８９８号）に基づく家賃債務保証業者登録制度が開始されたところですが、家賃債

務保証業者等による機関保証が今後ますます活用されていくことが見込まれるこ

となどを踏まえ、公営住宅への入居に際して、必要に応じて機関保証を活用するな

どにより、保証人の確保が難しい方の入居を円滑化していくことも必要です。 

なお、機関保証については、保証限度や免責事項など保証内容に応じて保証料が

設定されることなどを踏まえ、家賃債務保証業者等と十分に協議の上、入居者の状

況や地域の実情等を踏まえた適切な保証内容となるように留意することが必要で

す。 

 

第二 その他の民法改正に伴う留意点について 

  今般の民法改正においては、個人根保証契約の極度額の設定（第４６５条の２）

のほかにも、公営住宅制度に関係するものとしては以下のような改正が行われたと

ころです。 

・保証人の請求による債務の履行状況に関する情報提供義務（第４５８条の２） 

・主たる債務者が期限の利益を喪失した場合の情報提供義務（第４５８条の３） 

・賃借人による修繕（第６０７条の２） 

・賃借物の一部滅失等による賃料の減額等（第６１１条） 

・賃借人の原状回復義務（第６２１条） 

今回の改正により、保証人への情報提供義務が規定されたことを踏まえ、保証人

に対して的確に情報提供を行っていくことが必要となるほか、賃借人による修繕や

一部滅失等の規定が整備されたことを踏まえ、事業主体においては、必要に応じて

適切に修繕を実施するなど公営住宅の管理を適正に行うようお願いいたします。 



 なお、民間賃貸住宅については、賃貸住宅標準契約書が改定され、新たに家賃債

務保証業者型や連帯保証人型において極度額の記載欄を設けた標準契約書が作成

されるとともに、民法の改正内容を反映させた改定が行われておりますので、その

旨申し添えます。 

  （参考）民間賃貸住宅における判例（平成９年 11月 13 日最高裁判決） 

       賃借人が継続的に賃料の支払を怠っているにもかかわらず、賃貸人が、保証人

にその旨を連絡するようなこともなく、いたずらに契約を更新させているなどの

場合に保証債務の履行を請求することが信義則に反するとして否定されることが

あり得ることはいうまでもない。 

 


